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１．覚書、確認書 

覚      書 

 

高知県土木部長と高知市都市整備部長は、県が行う連続立体交差事業、県単独連続

立体交差関連事業及び県単独連続立体交差周辺対策事業と、高知市が行う高知駅周辺

土地区画整理事業とを合わせ、県市の負担割合が概ね等しくなるよう調整し、下記の

とおり覚書を交換する。 

 

平成７年１１月２４日 

高 知 県土 木 部 長       村 岡 憲 司 

高知市都市整備部長       戸 田  猛 

 

記 

 

１ 「県が行う土木その他の建設事業に対する市町村の負担の一部変更に関する議決」

により、高知市の負担する額は次のとおりとする。 

（１)連続立体交差事業は事業費の２０％の額 

（２)県単独連続立体交差関連事業は事業費の２０％の額 

（３)県単独連続立体交差周辺対策事業は事業費の５０％の額 

なお、国の補助枠を超えるために県単独費で施行しなければならない事業費につ

いては、従来どおり県単独街路事業として２０％の額とする。 

 

２ 各事業費の内容は次のとおりとする。 

（１)連続立体交差事業の事業費とは、ＪＲ四国の負担金を除き、国の補助対象とす

る事業費をいう。 

（２)県単独連続立体交差関連事業の事業費とは、連続立体交差事業に関連して必要

となる側道や外周道路などの道路整備費、グレードアップの事業費、その他県

の単独費をもって施行する事業費をいう。 

（３)県単独連続立体交差周辺対策事業の事業費とは、車両基地の用地費、造成費及

び排水対策の事業費並びに区画整理区域内の側道用地費その他をいう。 

なお、車両基地の用地と区画整理区域内の側道用地は、互いに２分の１の権

原をもつものとする。 
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３ 高知駅周辺都市整備は、連続立体交差事業と土地区画整理事業を基幹事業として

一体的に施行することによって、事業効果がより一層高まることを確認する。この

ため県は、高知市の施行する高知駅周辺土地区画整理事業に対し、南北の主要幹線

であり将来県が管理することとなるはりまや町一宮線の当該区域内の基本事業費の

1/4 の額を補助金として交付する。 

なお、はりまや町一宮線の国道３２号より南の工区の施行について、今後両者が

誠意を持って協議するものとする。 

 

４ この確認事項により費用負担を行うが、今後の事業の執行に当たっては次の点に

留意する。 

（１)県市とも、国の補助枠の拡大や単独費の節減に努めるものとする。 

（２)事業費の増減に伴う変更については、この覚書の主旨により県市の負担総額が

等しくなるよう努力する。 

（３)国の補助率が変動するなど、この負担率の考え方の基本が変わる場合には、改

めて両者が誠意をもって協議するものとする。 

 

 

 

－参考－ 

 

 市負担金 県負担金 

連立事業 （総事業費－JR 負担金等)×0.2 
総事業費－(JR 負担金等＋ 

国庫補助金＋市負担金) 

関連 事業費×0.2 事業費×0.8 県 

 

単 周辺 事業費×0.5 事業費×0.5 

区画整理 
総事業費－(JR 負担金等＋ 

国庫補助金＋市負担金) 
はりまや町一宮線の事業費×0.25 

事業費計 

約 800億円 
約 270億円 約 270億円 
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覚      書 

 

高知県土木部長と高知市都市整備部長は、高知県と四国旅客鉄道株式会社とで締結

する土讃線高知駅付近連続立体交差事業の施行に伴う工事協定に関して、下記のとお

り確認する。 

 

平成９年９月１８日 

 

高 知 県土 木 部 長       井添 健介 

 

高知市都市整備部長       西村 彰夫 

 

 

記 

 

高知県と高知市は、高知県と四国旅客鉄道株式会社とで締結する「土讃線高知駅付

近連続立体交差事業の施行に関する協定書」及び「覚書」に関して、下記の事項につ

いて同意することを確認する。 

 

１ 高知駅周辺土地区画整理事業地内に係る土地の処理について 

高知駅周辺土地区画整理事業地内の連続立体交差事業に係る四国旅客鉄道株式会

社の土地の処理については、高知県と四国旅客鉄道株式会社とで協議するものとし、

その内容については事前に県市で協議するものとする。 

 

２ 高知駅開発区域の処理について 

既存駅舎における四国旅客鉄道株式会社の関連事業等施設の移転地として、駅コ

ンコースに隣接する二階部分を計画する場合は、当該床面の設置に係る費用を高知

県及び土地区画整理事業施行者において負担することで協議するものとする。 

また、関連事業等施設は、高知駅周辺土地区画整理事業における移転補償費等に

より処理するものとし、その細部については、高知県、四国旅客鉄道株式会社及び

土地区画整理事業施行者の間で協議するものとする。 
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覚      書 

 

高知広域都市計画都市高速鉄道土讃線高知駅付近連続立体交差事業(以下「工事」という。)

の実施について、高知県を甲とし、四国旅客鉄道株式会社を乙として、平成９年９月 19日付「土

讃線高知駅付近連続立体交差事業の施行に関する協定書」及び同日付「土讃線高知駅付近連続

立体交差事業に伴う車両基地新設に関する協定書」によるほか、次のとおり覚書を交換する。 

 

(工事の施工) 

第１条 甲及び乙は、相手方の施設に近接して工事を施工しようとするときは、詳細設計、施

工法及び工程等必要な図書をもってあらかじめ協議するものとし、施工に当たっては万

全の施工管理を行うものとする。 

２ 甲は、鉄道近接工事を請負に付する場合は、列車運転保安上、営業線近接工事の施工

経験豊富な業者に施工させるものとする。 

３ 甲及び乙は、工事の施工計画についてあらかじめ協議するものとし、その協議方法に

ついては別途定めるものとする。 

(景観設計) 

第２条 甲は、高架橋等施設について景観に配慮した構造を採用する場合は、あらかじめ乙に

協議するものとする。 

２ 前項の構造に係る工事費の増加分及び著しい維持管理費用の増加分は、原則として甲

が負担するものとし、負担方法等細部については、別途甲乙協議するものとする。 

(駅部開発区域の処理) 

第３条 既存駅舎における乙の関連事業等施設の移転地として、駅コンコースに隣接する二階

部分を計画する場合は、当該床面の設置に係る費用を甲及び土地区画整理事業施行者に

おいて負担することで協議するものとする。 

２ 前項の関連事業等施設の移転は、高知駅周辺土地区画整理事業における移転補償費等

により処理するものとし、その細部については、甲乙及び土地区画整理事業施行者の間

で協議するものとする。 

(車両基地移転) 

第４条 「土讃線高知駅付近連続立体交差事業に伴う車両基地新設に関する協定書」第９条に

基づき乙が取得する財産の価格は、別紙工事費負担額算定調書(車両基地移転費)に基づ

く乙負担工事費精算額を基準として、別途甲乙協議のうえ適正な価格を定めるものとす

る。 
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(土地の処理) 

第５条 甲乙相互に関係する土地の処理については、土地測量実施結果に基づき面積を精査し、

土地処理に関する細目及び方法を、別途甲乙協議して定めるものとする。 

２ 乙の土地に係る登記は、甲が嘱託登記により行うものとする。 

３ 高知駅周辺土地区画整理事業地内を除く連続立体交差事業の区域で、工事しゅん功後

残存することとなる乙の用地については、甲が公共利用に活用することにより乙から取

得する方向で別途協議するものとする。 

(苦情等の処理) 

第６条 工事施行に関する苦情等の処理は、甲乙協議のうえ甲において処理するものとする。 

２ 前項の苦情等の処理に当たっては、甲乙相互に協力するものとする。 

(その他) 

第７条 この覚書に疑義を生じた事項については、その都度甲乙協議して処理するものとする。 

 

以上、覚書の証としてこの覚書を２通作成し、甲乙おのおの記名押印のうえ、各自その

１通を保有する。 

 

平成９年９月１９日 

 

 

甲 高知県高知市丸の内１丁目２番２０号 

高  知  県 

 土 木 部 長       井 添   健 介 

乙 香川県高松市浜ノ町８番３３号 

四国旅客鉄道株式会社 

 代表取締役社長       伊 東   弘 敦 
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確   認   書 

 

高知県(以下「甲」という。)と四国旅客鉄道株式会社(以下「乙」という。)は、土

讃線高知駅付近連続立体交差事業の施行に伴う用地処理等について、次のことを確認

する。 

 

 

 

甲及び乙は、甲が取得し乙に帰属することになる土地と、甲が必要とする乙の用地

とが、適切に交換処理が行えるよう検討することとするが、鉄道事業者の税問題は事

業進捗に係る最も重要な問題として、減価保証金による税制の改正要求に加え、収用

証明書の発行の検討やその他種々の対策が必要不可欠であることを、相互に認識する、 

 

 

平成９年９月１９日 

 

甲 高  知  県 

 土木部長          井 添   健 介 

 

乙 香川県高松市浜ノ町８番３３号 

四国旅客鉄道株式会社 

 総合企画本部長       隠 岐   史 朗 
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覚      書 

 

高知県(以下「甲」という。)と高知市(以下「乙」という。)とは、甲が行う土讃線

高知駅付近連続立体交差事業(以下「事業」という。)の施行に伴い、将来四国旅客鉄

道株式会社の鉄道敷地となる乙の所有する市道敷地等の処理方法及び甲が施行する高

架側道等の乙への移管方法について、下記のとおり覚書を締結する。 

 

平成１３年４月６日 

甲 高知県知事     橋 本 大二郎 

 

乙 高知 市長     松 尾 徹 人 

 

記 

 

１ 乙の所有する市道敷地の処理について 

乙は、乙の所有する市道敷地の内、事業の起業地(鉄道高架用地)となる部分につ

いて、無償で甲に移管するものとする。 

 

２ 市道区域内に存する国土交通省所有の土地の処理について 

乙は、市道区域内にある国土交通省所有の土地の内、事業の起業地(鉄道高架用地)

となる部分について所有権を取得し、その後、無償で甲に移管するものとする。 

 

３ 市道区域内に存する国有財産(農道・水路)の処理について 

乙は、市道区域内にある国有財産(農道・水路)の内、事業の起業地(鉄道高架用地)

となる部分について所有権を取得し、その後、無償で甲に移管するものとする。 

 

４ 高架側道等の移管について 

甲は、高架側道等を完成後、乙の検査を受けた後、無償で乙に移管するものとし、

移管の時期等については別途協議するものとする。 

 

５ 市道敷地等の処理における書類等の作成について 

甲は、上記１，２，３，４の処理において必要となる書類、図面等を作成し、乙

に提出するものとする。 
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高知駅付近連続立体交差事業に伴う 

高架下利用に関する覚書 

 

高知県と四国旅客鉄道株式会社が平成９年 10月 15 日付けで締結した「土讃線高知駅付近連

続立体交差事業の施行に関する協定書」第 18条の規定に基づき、当該事業で建設された高架下

の利用について、高知県（以下「甲」という。)、高知市（以下「乙」という。)及び四国旅客

鉄道株式会社（以下「丙」という。)は、次のとおり覚書を締結する。 

 

１．都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する細目協定（平成４年３月 31日協定)

第 15 条に規定する「高架下貸付可能面積の 15 パーセントに相当する部分」（以下「利用

計画箇所」という。)、及び「鉄道事業用部分」は、別紙「高架下利用計画」のとおりと

する。 

２．甲又は乙が丙の高架下を使用する場合には、丙の貸付規則に従い、貸借契約を締結する。

この場合において、利用計画箇所の賃借料は、公租公課相当額とする。 

３．利用計画箇所を変更する必要がある場合は、甲、乙及び丙が協議の上、この覚書を変更す

る。 

４．利用計画箇所の用途を変更する必要がある場合は、甲、乙及び丙が協議の上決定する。 

５．前各項に定めのない事項又はこの覚書に疑義を生じた事項については、その都度、甲、乙

及び丙が協議して処理する。 

 

以上、覚書交換の証として、この証書３通を作成し、甲、乙、丙おのおの記名押印のうえ、

各自その 1通を保有する。 

 

   平成２１年９月１１日 

 

甲   高 知 県 

     代表者 高知県知事  尾 﨑 正 直 

 

乙   高 知 市 

     代表者 高知市長   岡 﨑 誠 也 

 

丙   四国旅客鉄道株式会社 

     代表取締役社長    松 田 清 宏 
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２．JR土讃線連続立体交差事業の主な経緯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出来事
S10 (1935) 10 国鉄土讃線高松～高知間が全通
S46 (1971) 7 鉄道高架予備調査(県)

9 鉄道高架化計画促進意見書の県、市議会可決
S47 (1972) 4 「鉄道高架班」設置

5 「国鉄高知駅高架事業促進期成会」結成(商工会議所主体)
9 連続立体交差事業調査の採択
10 鉄道高架事業調査(県-国鉄委託)
「国鉄土讃本線高架事業連絡協議会」発足

S48 (1973) 4 連続立体交差事業の新規箇所として採択
9 「鉄道高架反対市民の会」結成

S49 (1974) 11 踏切道改良促進法による5踏切(江陽,相生町,百軒町,愛宕町,寿町)の立体
交差化の大臣指定

S50 (1975) 9 連続立体交差事業の最終計画案の提示(国鉄)
S51 (1976) 3 「鉄道高架班」廃止

8 鉄道高架計画の断念
S52 (1977) 7 南北道路概略計画調査(単独立体交差可能性調査)
S54 (1979) 6 「南北道路調整協議会」設置

9 南北道路基本計画策定調査(県)
S55 (1980) パーソントリップ調査(～S57[1982])

11 南北歩道橋基本計画調査(県)
S56 (1981) 2 高知駅周辺部市街地再開発調査(市)
S57 (1982) 2 駅周辺にかかわる諸計画に関する覚書交換(国鉄四国総長、高知県知事、

高知市長)
歩道橋都市計画決定、事業認可

S57 (1982) 2 駅周辺にかかわる諸計画に関する覚書交換(国鉄四国総長、高知県知事、
高知市長)
歩道橋都市計画決定、事業認可

S58 (1983) 11 高知駅周辺南北交通及び市街地整備基本構想調査(～S60[1985]、県、市)
S59 (1984) 12 南北歩道橋完成
S61 (1986) 「高知県駅周辺都市基盤整備推進連絡会」設置(四国旅客鉄道株式会社、

日本貨物鉄道株式会社、国鉄清算事業団、県、市)
5 鉄道高架事業調査[基本設計、概略設計](～S62[1987]、県-国鉄委託)
7 高知駅周辺土地区画整理事業調査[B調査](～S62[1987]、市)
9 高知駅周辺南北交通及び市街地整備基本構想の市議会報告
12 高知駅周辺連続立体交差事業調査(～S62[1987]、県)
高知駅周辺市街地再開発基本計画調査(市)

S62 (1987) 4 国鉄分割民営化、四国旅客鉄道株式会社発足
10 電波障害事前調査実施

S63 (1988) 1 沿線住環境調査(県)
4 「街路高架班」発足
6 3事業(連立、区画整理、再開発)の市議会報告
7 高知駅周辺都市整備基本計画調査の地元報告会開催(計3回)

H 1 (1989) 7 単独立体交差比較調査
H 2 (1990) 新都市拠点整備事業調査の採択(国庫補助)

「高知県駅周辺都市整備本部」発足(県、市)
H 3 (1991) 車両基地移転基本計画の採択

地元町内会長に高知駅周辺の事業計画を報告
H 4 (1992) 鉄道高架の基本計画見直し(県、L=3.2km→4.1km)

鉄道高架の概算要望提出
「高知県駅周辺都市整備促進期成会」発足(民間44団体)
地元住民に報告会、説明会の実施
土地区画整理事業の基本計画協議
国鉄清算事業団用地の買収(～H5[1993]、県、市)

年月
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出来事
H 5 (1993) 土地区画整理事業の採択

地元説明会の実施
9 (9月11日)第1回懇話会等の実施
高知駅周辺連続立体交差事業概略設計の実施(県-四国旅客鉄道株式会社
委託)
連続立体交差化の比較検討資料(高架・地下)を作成し公表

H 6 (1994) 連続立体交差事業の事業採択
地元説明会の実施
連続立体交差事業比較設計協議、土地区画整理事業基本設計協議

H 7 (1995) 地元説明会の実施
6 (6月24日)第2回懇話会の実施
6 建設省(当時)都市局長事前協議
8 都市計画法23条6項による鉄道管理者(四国旅客鉄道株式会社)との協議
10 都市計画の縦覧
11 高知県都市計画地方審議会へ付議
12 高知駅周辺都市整備(連立、区画整理、街路)の都市計画決定
「JR土讃線鉄道高架景観検討委員会」設置

H 8 (1996) 4 高知駅周辺都市整備県市合同事務所の開設
5 測量調査等の実施
10 車両基地及び周辺対策の地元説明を実施

H 9 (1997) 1 連続立体交差事業の事業認可
車両基地及び周辺対策の地元説明を実施

10 「まちづくりと景観」シンポジウム開催
基本協定(高架区間・車両基地)の締結(四国旅客鉄道株式会社)

12 「JR土讃線鉄道高架景観検討委員会」(最終)の開催
H10 (1998) 2 車両基地周辺対策工事の着手

4 高知市が中核市へ移行
H11 (1999) 1 第1回鉄道高架景観懇談会の開催

車両基地に関する覚書の調印
2 高知駅周辺都市整備起工式
3 高架仮線工事着手

H12 (2000) 8 土地区画整理事業の仮換地の指定(第1回)
9 高架本体工事着手

H13 (2001) 2 行違設備完成
3 高知駅東仮線切替
基本協定(高架区間・車両基地)第1回変更
6 ロの字道路形態に関する公開討論会実施
11 高知駅舎に関する県民アンケート実施(～12月)

H14 (2002) 1 「JR四国高知駅舎高架景観検討委員会」設置
基本協定(車両基地)第2回変更
3 車両基地完成

H15 (2003) 10 高知駅西仮線(八反田以西)切替
「JR四国高知駅舎高架景観検討委員会」(最終)の開催

H16 (2004) 5 高知駅部仮線切替
10 「JR高知駅前広場基本設計検討委員会」の設置
11 高知駅西仮線(最終)切替
12 全線用地買収完了

H17 (2005) 3 連立、側道事業認可(第1回)変更
基本協定(高架区間)第2回変更

11 JR高知駅前広場シンポジウム
12 高知駅舎建築確認
高知駅舎大屋根基礎工事着手

H18 (2006) 2 「JR高知駅前広場基本設計検討委員会」(最終)の開催
3 高知駅舎建築工事起工式

H19 (2007) 11 レール締結式

年月
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出来事
H20 (2008) 2 高架切替(新高知駅舎開業式・出発式、記念式典)、高知駅北口駅前広場

供用開始(2月26日)
7 高知駅東線供用開始
高知駅バスターミナル供用開始

10 基本協定(高架区間)第3回変更
11 高知駅西線供用開始

H21 (2009) 2 連立事業認可(第2回)変更
5 高知駅南口駅前広場供用開始

H22 (2010) 3 高知駅周辺都市整備県市合同事務所の閉所
連続立体交差事業完了予定

年月
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３．設計、施工業者一覧 

 

 担当業者名 

1,2工区 四国開発建設(株) 

3,4 工区 (株)トーニチコンサルタント 

5工区 日本交通技術(株)、四国開発建設(株) 

駅工区 内藤廣建築設計事務所、四国開発建設(株) 

6工区 四国開発建設(株)、中央復建コンサルタンツ(株) 

7工区 中央復建コンサルタンツ(株) 

8,9 工区 (株)エイトコンサルタント 

10,11工区 四国開発建設(株) 

土
木
・
建
築 

12,13工区 パシフィックコンサルタンツ(株) 

調
査
・
設
計 

高
架
区
間 

景観設計 
(財)都市づくりパブリックデザインセンター 
パシフィックコンサルタンツ(株) 
エムアンドエムデザイン事務所 

1工区 大成建設(株) 

2工区 四国開発建設(株) 

3工区 (株)竹中土木[その 1工事 日産建設(株)] 

4工区 西松建設(株) 

5工区 清水建設(株) 

駅工区 鹿島建設(株)・四国開発建設(株)JV 

6 工区 (株)大林組 

7工区 前田建設工業(株) 

8工区 大旺建設(株) 

9工区 五洋建設(株) 

10工区 (株)間組・香長建設(株)JV 

11 工区 大鉄工業(株)・(株)轟組 JV 

12 工区 鉄建建設(株)・(株)竹内建設 JV 

土
木
・
建
築 

13 工区 (株)錢高組・(株)田邊建設JV 

軌道 四国開発建設(株) 

電気 四国電設工業(株) 

設備 鹿島建設(株)、四国開発建設(株)、四国鉄機(株) 

高
架
区
間 

電波障害 高知ケーブルテレビ(株) 

行違設備 大鉄工業(株)・四国開発建設(株)JV 

施
工 

車両基地 四国開発建設(株)、大旺建設(株)、 
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４．全体一般図 
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５．受賞状況 

 

 

名称 賞 対象 

テーマ建築部門「入賞」 

(高知市) 
JR土讃線鉄道高架橋 第 25回 

高知市都市美デザイン賞 

H21(2009) 一般建築部門「入賞」 

(高知市) 
くじらドーム高知駅舎大屋根 

第 3回バリアフリー化 

推進功労者表彰 

H22(2010) 

大臣表彰 

(国土交通省) 

フラットな交通結節点の実現 

各施設にも細かな配慮 

障害者団体などからのアドバ

イスを反映 

第 7回 日本鉄道賞 

H20(2008) 

ランドマークデザイン賞 

(「鉄道の日」実行委員会) 

くじらドーム 

(高知駅舎大屋根) 

第 21回 

全国街路事業コンクール 

H21(2009) 

国土交通大臣賞 

(全国街路事業促進協議会) 

JR土讃線連続立体交差事業 

(高知駅付近) 

平成 20年度 全建賞 

H21(2009) 

都市部門 

(全日本建設技術協会) 

JR土讃線連続立体交差事業 

(高知駅、高架橋) 

第 54回 鉄道建築協会賞 

H21(2009) 

停車場建築賞 

(鉄道建築協会) 
大屋根、駅舎建物 

*名称欄に表記した年次は、表彰状等の日付に基づく。 
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６．事業関連のパンフレットなど 
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高知広域都市計画 
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